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25001－ 26000 第 1 特例納付保険料  

25001－ 25010 1 特例納付保険料  

25001（ 1）概要  

事業主が被保険者資格の届出を行わなかったことにより、雇用保険に適用されてい

なかった者について、被保険者資格の確認を行う日の 2 年前の日よりも前の時期に、

賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主が届出を行

わなかったことにより所定給付日数が短くなる等の不利益が生じないようにするた

め、保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定

給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができることとされている（法第

14 条第 2 項第 2 号、第 22 条第 5 項）ことから、確認を行う日の 2 年前の日よりも前

の日を取得日として被保険者資格の確認を行うことができる（ 23501 参照）。  

しかしながら、当該労働者を雇用していた事業主が、必要な保険関係成立の届出を

行っていなかった場合には、事業主が保険料を納付していないにもかかわらず失業等

給付が支給されることとなるため、当該事業主は、保険料の徴収時効である 2 年経過

後においても、保険料が納付できることとされており、雇用保険制度の健全な運営を

確保する観点からも、厚生労働大臣（安定所）は、当該事業主に対して、保険料の納

付勧奨を行わなければならないこととされている（徴収法第 26 条）。  

 

25011－ 25020 2 労働保険関係の確認  

25011（ 1）労働保険関係の確認  

イ  被保険者資格の確認を行う日の 2 年前の日よりも前の期間について取得処理を行

うこととした事業主については、次のような労働保険関係の事項について聴取し、

成立届事業主控等可能な限り確認書類を求めつつ確認する。  

(ｲ) 事業所名、所在地、電話番号、事業の概要  

(ﾛ) 労働保険番号、保険関係成立年月日、事業の開始年月日、保険関係廃止年月日、

保険料の納付状況  

(ﾊ) 過去の労働保険関係の遍歴  

ａ  （都道府県を跨ぐ）事業所移転の有無、その時期、移転前の所在地  

ｂ  事務組合への委託の有無、その時期、委託事務組合  

ｃ  過去の労働保険関係ごとの保険料の納付状況  

ロ  事業主から確認した労働保険関係について、労働保険関係書類の他、ハローワー

クシステム等による確認を行っても、なお、被保険者資格の確認を行った日の 2 年

前の日よりも前の期間において被保険者であった期間とされた期間において、労働

保険関係の成立に係る手続を行っていない期間があると疑われる場合には、イによ

り確認した内容を記載した確認依頼票（様式例は次頁のとおり。）により、当該事

業主の労働保険関係について、労働局適用徴収部門に照会する。  
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保険関係確認依頼票  

 

労働保険関係について、事業主から、以下のとおり確認しました。当該事業所における

労働保険関係について、確認願います。  

                         

 

 

照会のあった事業所における労働保険関係について、以下のとおり確認しました。  
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ハ  事業主から、労働保険関係の成立に係る手続を一切行っていないことを確認した

場合には、当該事業主の労働保険関係について、労働局の適用徴収部門に照会する

ことは要せず、被保険者資格の確認を行った日の 2 年前の日よりも前の期間におい

て被保険者であった期間とされた期間を通じて、保険関係成立の届出が適正に行わ

れていなかったものとして取り扱う。なお、当該事業所については、未手続事業と

して、速やかに、労働局の適用徴収部門に通報する。  

 

25012（ 2）特例納付保険料の計算  

イ  25011 により確認した労働保険関係をもとに、次のとおり、遡及適用期間におけ

る特例納付保険料を計算する（徴収則第 56 条参照）。  

(ｲ) 被保険者資格の確認を行う日の 2 年前の日よりも前の期間について被保険者で

あった期間を確認した際の給与明細等の確認書類に基づき確認される「給与明細

等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の

賃金」と「給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認

できる直近の月の賃金」との合計額を２で除した額を算出する。  

なお、雇用保険料の天引きがあったことが確認できるすべての月の賃金が明ら

かである場合には、当該賃金の和を当該月数で除した額を算出することとなるの

で、特例納付保険料の計算に先立ち、事業主に対して、雇用保険料の天引きがあ

ったことが確認できるすべての月の賃金が明らかとなるかどうか確認を行う。  

(ﾛ) (ｲ)により算出した額に、被保険者資格の確認を行った日の 2 年前の日よりも前

の期間において被保険者であった期間とされた期間（ 25011 により確認した労働

保険関係から、被保険者であった期間とされた期間のうち、保険関係成立の届出

が適正に行われていた期間及び労働保険料の認定決定する際の労働保険料の額の

算定対象期間 (*)がある場合には、被保険者であった期間とされた期間から当該期

間を除した期間。）に係る月数（このとき、各期間に 1 月未満の端数がある場合

には、その端数は切り捨てる。）と被保険者資格の確認を行った日の 2 年前の日

よりも前の期間において被保険者であった期間とされた直近の日における雇用保

険料率を乗じた額を算出する。  ・・・  基本額  

(*) 未手続事業において在職中の者が遡及確認された場合には、当該確認を行った日の属す

る年度の 2 年度前の初日（ 4 月 1 日）以降の期間が被保険者であった期間とされた期間か

ら除すべき期間となる。なお、この場合にあっても、賃金の計算に当たっては、上記 (ｲ)

に示すとおり。  

(ﾊ) (ﾛ)により算出した額に百分の十を乗じた額を算出する。  ・・・  加算額  

(ﾆ) (ﾛ)により算出した額と (ﾊ)により算出した額の合計額を特例納付保険料とす

る。  

(ﾎ) 特例納付保険料の基本額、加算額それぞれの計算に当たり、 1 円未満の端数が

生じた場合には、その端数は切り捨てる（国等の債権債務等の金額の端数計算に

関する法律（昭和 25 年法律第 61 号）第 2 条第 2 項参照）。  
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（例１）  

○  雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月の賃金： 180,000 円  

○  雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月の賃金： 200,000 円  

○  被保険者であった期間とされた期間：平成 3 年 9 月 26 日～平成 3 年 12 月 31 日 

○  保険関係成立の届出が適正に行われていた期間：平成 3 年 10 月 1 日～平成 3 年 11 月  

30 日 

○  天引きがあったことが確認できる直近の月の雇用保険料率： 14.5/1,000 

（基本額の計算）  

ａ  最も古い月の賃金と直近の月の賃金との合計額を２で除した額  

（ 180,000 円＋ 200,000 円）÷2 ＝  190,000 円  

ｂ  被保険者であった期間とされた期間 (① )から保険関係成立の届出が適正に行われてい

た期間 (② )を除した期間に係る月数 (③ ) 

①  平成 3 年 9 月 26 日～平成 3 年 12 月 31 日  →  3 月と余日  →  3 月（ 1 月未満の

端数切り捨て）  

②  平成 3 年 10 月 1 日～平成 3 年 11 月 30 日  →  2 月  

③  ①－②  ＝  1 月  

ｃ  ａにｂと天引きがあったことが確認できる直近の月の雇用保険料率を乗じた額  

190,000 円 (ａ )×1 月 (ｂ )×14.5/1,000 ＝  2,755 円  …  基本額  

（加算額の計算）  

・  基本額に 10/100 を乗じた額  

2,755 円 (基本額 )×10/100 ＝  275 円（ 1 円未満の端数切り捨て）…  加算額  

（特例納付保険料の計算）  

・  基本額と加算額との合計額  

2,755 円＋ 275 円  ＝  3,030 円 

 

（例２）未手続事業において在職中の者が遡及確認された場合  

○  雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月の賃金： 199,999 円  

○  雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月の賃金： 200,000 円  

○  被保険者であった期間とされた期間：平成 19 年 10 月 1 日（雇用保険料の天引きがあっ

たことが確認できる最も古い日）～平成 20 年 9 月 30 日（雇用保険料の天引きがあった

ことの確認を行うことによる遡及確認を行った日の 2 年前の日の前日）  

○  保険関係成立の届出が適正に行われていた期間：平成 20 年 4 月 1 日（労働局の適用徴

収部門における職権成立日）～平成 20 年 9 月 30 日（雇用保険料の天引きがあったこと

の確認を行うことによる遡及確認を行った日の 2 年前の日の前日）  

○  天引きがあったことが確認できる直近の月の雇用保険料率： 15.5/1,000 

（基本額の計算）  

ａ  最も古い月の賃金と直近の月の賃金との合計額を２で除した額  

（ 199,999 円＋ 200,000 円）  ÷2 ＝  199,999.5 円  

ｂ  被保険者であった期間とされた期間 (① )から保険関係成立の届出が適正に行われてい

た期間 (② )を除した期間に係る月数 (③ ) 
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①  平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日  →  12 月 

②  平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日  →  6 月  

③  ①－②  ＝  6 月  

ｃ  ａにｂと天引きがあったことが確認できる直近の月の雇用保険料率を乗じた額  

199,999.5 円 (ａ )×6 月 (ｂ )×15.5/1,000 ＝  18,599 円（ 1 円未満の端数切り捨て）

…基本額  

（加算額の計算）  

・  基本額に 10/100 を乗じた額  

18,599 円 (基本額 )×10/100 ＝  1,859 円（ 1 円未満の端数切り捨て）…  加算額  

（特例納付保険料の計算）  

・  基本額と加算額との合計額  

18,599 円＋ 1,859 円  ＝  20,458 円  

 

25013（ 3）特例納付保険料の納付勧奨  

イ  特例納付保険料を納付できる事業主については、次の事項を記録できる納付勧奨

対象事業主名簿に登録する。  

(ｲ) 事業主に関すること  

事業主名称、所在地、電話番号  

(ﾛ) 遡及処理に関すること  

遡及処理年月日、遡及期間、遡及取得被保険者氏名  

(ﾊ) 労働保険関係に関すること  

労働保険関係成立の有無、労働保険番号  

(ﾆ) 納付勧奨に関すること  

特例納付保険料の額、勧奨履歴、納付の申出の有無、申出の年月日  

なお、納付勧奨対象事業主名簿については、事業所名称等の変更について随時反

映させるほか、安定所の管轄を跨ぐ移転があった場合については、移転先安定所に

移管するなど適切に管理する。  

ロ  特例納付保険料の納付勧奨は、特例納付保険料を算出した後、速やかに（被保険

者資格の確認を行った日において労働保険関係の成立届を行っていなかった事業主

については、労働局適用徴収部門から労働保険番号について連絡を受けてから納付

勧奨を行うこと。）、納付勧奨対象事業主に対し、文書による納付勧奨を行う（納

付勧奨文書の様式例は以下に示すとおり。）。  

 

ハ  特例納付保険料の納付の申出は、文書により受け付ける（納付申出書の様式例は

次のとおり。）。なお、安定所は、あくまでも納付勧奨のみを行うものであって、

事業主から直接現金を受け取らないよう留意する。  

  ニ  納付勧奨対象事業主から、納付の申出書を受理した場合には、納付勧奨文書写し  

   を添付して、労働局適用徴収部門に回付する。以後の特例納付保険料の債権管理は、 

労働局適用徴収部門で行うこととなる。
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（参考）  
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◎  特例納付保険料とは  

・  事業主の方は、原則として、労働者の方を雇っている場合には、労働保険の成立届

を行い、雇用する労働者の方に係る労働保険料を納付しなければなりません。  

・  このため、２年を超えて加入手続を行った労働者の方について、本来納付していた

だくべきであった労働保険料を納付することができるよう、特例納付保険料制度が設

けられています。  

・  事業主の方は、公共職業安定所からの納付勧奨を受けて、納付の申出を行っていた

だくことにより、本来納付していただくべきであった労働保険料に相当する額に 10％

を加算した額を、特例納付保険料として納付することができます。  

 

◎  特例納付保険料の納付までの流れ  

１  納付勧奨状の送付  

・ 事業主の方に、公共職業安定所から、納付勧奨状を送付し、納付勧奨を行います。 

２  納付申出書の提出  

・  事業主の方は、納付申出書を、公共職業安定所を経由して管轄の労働局長あてに

提出していただくことにより、特例納付保険料を納付することができるようになり

ます。  

３  納入告知書の送付  

・  事業主の方から送付された納付申出書を受けて、労働局から、納入告知書を送付

し、事業主の方に、納付していただくべき特例納付保険料の額と納付期限をお知ら

せします。  

４  特例納付保険料の納付  

・  事業主の方は、労働局から送付された納入告知書により、指定された納付期限内

に、特例納付保険料を納付します。  

 

◎  関連条文  

○  雇用保険法（昭和 49 年 12 月 28 日法律第 106 号） (抄 ) 

第 22 条  （第１項から第４項）  略  

５  次に掲げる要件のいずれにも該当する者（第一号に規定する事実を知っていた者を

除く。）に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年

前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額

がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古

い時期として厚生労働省令で定める日」とする。  

一  その者に係る第七条の規定による届出がされていなかったこと。  

二  厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となったこと

の確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保

険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたこ

とが明らかである時期があること。  

 

○  労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年 12 月 9 日法律第 84 号） (抄 ) 
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第 26 条  雇用保険法第二十二条第五項に規定する者（以下この項において「特例対象  

者」という。）を雇用していた事業主が、第四条の規定により雇用保険に係る保険関  

係が成立していたにもかかわらず、第四条の二第一項の規定による届出をしていなか  

つた場合には、当該事業主（当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条にお  

いて「対象事業主」という。）は、特例納付保険料として、対象事業主が第十五条第  

一項の規定による納付する義務を履行していない一般保険料（同法第十四条第二項第  

二号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に  

係るものであつて、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。）の  

額（雇用保険率に応ずる部分の額に限る。）のうち当該特例対象者に係る額に相当す  

る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額  

を加算した額を納付することができる。  

２  厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければな

らない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、こ

の限りでない。  

３  対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を

納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面によ

り申し出ることができる。  

４  政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、

厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知する

ものとする。  

５  対象事業主は、第三項の規定による申出を行った場合には、前項の期限までに、厚

生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければ

ならない。  

 


